
注
目
情
報

お
知
ら
せ

募
　
集

イ
ベ
ン
ト

ス
ポ
ー
ツ

保
健
・
子
育
て

安
心
・
安
全

み
ん
な
の
広
場

日時時 期間期 場所場 内容内 対象対 定員定 費用費 持ち物持 講師講 申込み申 EメールＥ ホームページHP 問合せ問その他他

2 2014年１月１日発行

 　市では、市内各所に申告相談受付会場を設置します。還付申告は₂月₄日～₇日に文化センターで、
市・県民税申告は₂月17日～₃月14日までの期間、文化センターをはじめ地区公民館等で受け付けます。
各会場でお受けできる申告相談は、給与や年金等の申告に限られます。事業所得や譲渡所得等の申告に
ついては、上尾税務署での申告をお願いします。また、文化センター会場については、庁舎建設に伴う
工事のため、車でのご来場はご遠慮ください。 問 税務課市民税担当（☎５９4－５５1８）

文化センター会場は、庁舎建設に伴う工事のため、車
でのご来場はご遠慮ください
　昨年退職され、年末調整が済んでいない人・給与所
得・公的年金(雑所得)のみで、医療費控除を受ける人
等の「還付申告」が対象です。　
　その他の申告はお受けできませんので、上尾税務署
で直接申告してください。

所得税の還付申告
相談受付日程

月日 場所 受付時間

₂月₄日（火）

文化センター第₃会議室
９：00～
15：30

₂月₅日（水）

₂月₆日（木）

₂月₇日（金）

年金所得者の確定申告不要制度

　所得税では、平成23年分以降の各年分において、
公的年金等の収入金額が400万円以下で、公的年
金等以外の所得金額が20万円以下の場合は、確定
申告が不要となりました。ただし、所得税の還付
を受ける場合は確定申告が必要です。
　また、市・県民税で、社会保険料控除や医療費
控除等の各種控除を受ける場合については、忘れ
ずに市・県民税の申告をお願いします。

医療費控除は明細書で整理を
　医療費控除を受ける場合は、事前に、医療費の
領収書を個人ごと、医療機関ごとにまとめたうえ
で集計し、「医療費の明細書」に記載を済ませた状
態でお持ちください。
　医療費の明細書ができていない場合や領収書の
集計がなされていない状態では、申告書を作成す
ることができません。

市・県民税、所得税の申告
相談受付日程

月日 場所 受付時間

₂月17日（月）

文化センター第₃会議室 ９：00～15：30

₂月18日（火）

₂月1９日（水）

₂月20日（木）

₂月21日（金）

₂月25日（火）
南部集会所（南部公民館内）

９：30～15：30

₂月26日（水）

₂月27日（木）
西部集会所（西部公民館内）

₂月28日（金）

₃月₃日（月） 勤労福祉センター集会室

₃月₄日（火）
北部集会所（北部公民館内）

₃月₅日（水）

₃月₆日（木）
学習センター集会室

₃月₇日（金）

₃月10日（月） 中丸集会所（中丸公民館内）

₃月11日（火）

文化センター第₃会議室 ９：00～15：30
₃月12日（水）

₃月13日（木）

₃月14日（金）

文化センター会場は、庁舎建設に伴う工事のため、車で
のご来場はご遠慮ください
　給与所得・公的年金（雑所得）の所得税の確定申告につい
ても受付をしています。その他の所得に関する申告や住宅
借入金等特別控除に関する初回の申告など、お受けできな
いものにつきましては、上尾税務署で直接申告してくださ
い。

　前年の所得が給与のみの人（年末調整済）で、毎年源泉徴
収票を提出するだけの人は、源泉徴収票を税務課市民税担
当（〒364-8633住所記載不要）に郵送することで、申告に代
えることができます。

市・県民税の申告　所得税の還付申告注目
１
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3広報きたもと No.911

一般書・読み物 一般書・ノンフィクション

人口…6９，026人（-34人）
男性…34，3５８人（-1９人）
女性…34，66８人（-1５人）

○市県民税　第₄期分　○国民健康保険税　第₆期分
○介護保険料　第₆期分　○後期高齢者医療保険料　第₆期分

世帯数…2８，1８５世帯
※12月１日現在
※（　）は対前月比

人口の
うごき

今月の
納　税

今月の新刊本 〈中央図書館〉 ※ここに載せているのは、新しく入った本の一部です。
※館内利用者端末と図書館ホームページにて新刊一覧を閲覧できます。

□弁当男子
池田　將友（PHP研究所）
□名もなき日々を
宇江佐　真理（文藝春秋）
□ようこそ授賞式の夕べに
大崎　梢（東京創元社）
□二重螺旋の誘拐
喜多　喜久（宝島社）
□団塊の秋
堺屋　太一（祥伝社）
□花咲小路一丁目の刑事
小路　幸也（ポプラ社）

□子どもの難問 哲学者の先生、教えてください！
野矢　茂樹　（中央公論新社）
□春夏秋冬江戸っ子の知恵
竹内　誠（小学館）
□世界ナンバー２列伝
山田　昌弘（社会評論社）
□あのメニューが生まれた店
菊地　武顕（平凡社）
□切る枝がよくわかる庭木の剪定
安藤　通男（池田書店）
□世界遺産をもっと楽しむための西洋建築入門
鈴木　博之（JTBパブリッシング）

□�光の王国
 秀衡と西行
　梓澤　要
　（文藝春秋）

□秩父・奥秩父の
 山塊 写真集
　高橋　正
　（幹書房）

　次のいずれかに該当する人などで、源泉徴収さ
れた税金や予定納税をした税金が納めすぎになっ
ている人は、申告により税金が還付されます。
年の途中で退職した人
　平成2５年中に会社などを退職し、給与所得につ
いて年末調整を受けていない場合。
年金受給者で所得税を源泉徴収されている人
　平成2５年中に年金から所得税を源泉徴収されてい

て、社会保険料控除や生命保険料控除、扶養控除な
どを受ける場合。
医療費控除等の各種控除を受ける人
　平成2５年中に支払った医療費が一定の金額以上
ある場合の医療費控除や、住宅ローンを利用して
住宅を新築、購入、増改築した場合の住宅借入金
等特別控除などの各種の控除を受ける場合（年末
調整で控除済みの場合を除く）。

還付申告で税金が戻る人

　₂月₁日(土) ～1５日(土)までの間（土・日曜日、
祝日を除く）、市内の各税理士事務所で、対象の
皆さんのうち少額な税務相談や申告書の作成を無
料で行います。
　関東信越税理士会上尾支部へ事前に電話連絡

（９：30～16：00)のうえ、お出かけください。
対 ①年金を受けられている人
　②給与所得者で医療費控除を受けようとされる人
　③年の途中で退職または就職された人
問 関東信越税理士会上尾支部(☎04８―776―８777）

税理士による申告無料相談

申告に必要なもの
○印鑑　○筆記用具、電卓　○還付金の振込先(金
融機関名・支店・口座番号)がわかるもの　○所得
金額を証明するもの(源泉徴収票、支払調書等)　
○社会保険料　○生命保険料　○地震保険料等を
支払った証明書や領収書(保険会社から送付された
控除証明書、日本年金機構から送付された国民年
金保険料控除証明書、国民健康保険税領収書等)　
○その他、申告内容に応じて必要な領収書や証明書等

復興特別所得税
　平成2５年分から平成4９年分まで2５年間、東日本大
震災からの復興を図るための「復興特別所得税」が適
用されます。復興特別所得税の額は、各年分の基準
所得税額(原則、その年分の所得税額)の2.1％相当
額です。なお、復興特別所得税は、所得税の源泉徴
収の際には、所得税と併せて源泉徴収されています。

[上尾税務署]
時₁月₆日（月）以降　₉：00～17：00

（土・日曜日、祝日を除く）
問上尾税務署（☎04８-770-1８00※音声自動案内）
［市での還付申告受付］
時 場左表のとおり
対次のいずれかに該当する人
・昨年退職され、年末調整が済んでいない人
・ 給与所得、公的年金（雑所得）のみで、医療費控除

を受ける人
※その他の申告はお受けできませんので、上尾税
務署で直接申告してください。

還付申告の受付　上尾税務署では１月から　　　　市では２月から
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 　民生委員・児童委員が、全国で一斉に改選されました。民生委員・児童委員は、民生委員法に基いて
厚生労働大臣から委嘱を受け、社会奉仕の精神をもって、地域においていろいろな福祉活動を行う給与の
支給されない非常勤の公務員で、任期は₃年です。今回の改選では委員の定数が₅人増員され、14５人にな
ります。各担当地域の民生委員・児童委員をご紹介します。 問 福祉課地域福祉・監査担当（☎５９4－５５34）

わたしたちのまちの民生委員・児童委員
一斉改選が行われました

注目
２

担当地区 氏名 電話番号
東₃ 塩田　光枝 591-4530
東₄ 加藤　國夫 592-4525
中丸₁丁目–₁ 畠山　克己 591-8926
中丸₁丁目–₂ 岡島　和子 592-8563
中丸₂丁目–₁ 海野　総子 592-9276
中丸₂丁目–₂ 荒巻　圭子 592-3466
中丸₃丁目–₁ 松浦由美子 591-7368
中丸₃丁目–₂ 荒木　好彦 592-4597
中丸₄丁目 米沢　幸子 591-1099
中丸₅丁目–₁ 竹内　満惠 592-8114
中丸₅丁目–₂ 鈴木　榮子 592-0079
中丸₆・₈・₉丁目 林田　千秋 592-9219
中丸₇丁目–₁ 岡田　康子 592-6492
中丸₇丁目–₂ 熊木　庄吾 592-2917
◎中丸 古賀美由樹 592-6807
◎中丸 渡邉　明美 593-1703
東₅ 佐伯　明美 592-6002
東22 北畑　光子 592-5512
緑₁丁目　 久木　洋子 592-8353
緑₂丁目–₁ 小山トシ子 592-2070
緑₂丁目–₂ 飯塚　光男 591-0780
中央₁丁目 岡野　貞子 591-0171
中央₂丁目 栁瀬　信江 591-3771
中央₃丁目 飯郷きよ子 592-7395
中央₄丁目 馬場とみ子 591-7058
北本₁丁目 加藤めぐみ 592-9792
北本₂丁目–₁ 三須　純子 592-3582
北本₂丁目–₂ 川島　裕代 592-4703
北本₃丁目 大島　長三 591-1556
北本₄丁目–₁ 小林　　守 592-0017
北本₄丁目–₂ 荒井　二郎 090-2328-3853
本宿₁丁目 小川　芳枝 591-2164
本宿₂丁目 宮田　怜子 591-7185
本宿₃丁目–₁ 内田洋一郎 591-3617
本宿₃丁目–₂ 髙橋　淑子 592-9009
本宿₄丁目 笠原　芳雄 591-2003
本宿₅丁目 大澤　道子 592-5556
本宿₆丁目–₁ 山崎　照恵 591-7153
本宿₆丁目–₂ 高橋理恵子 593-0917
本宿₇丁目 鈴木　敏雄 593-6675
本宿₈丁目 清水　英男 592-3662

担当地区 氏名 電話番号
◎中央地域 有田めぐみ 593-2905
◎中央地域 酒井　都子 592-5762
山中₁・₂丁目 小川　悦子 591-5739
東₇・₈ 三橋　道子 592-0237
東₉ 加藤　篤巳 591-0570
東10・11・19 金森　　隆 507-8193
アトレ北本 中村　健士 593-2770
宮内₁丁目–₁ 長島　令子 591-3482
宮内₁丁目–₂ 加藤　素前 592-9756
宮内₂丁目 中田　紀子 592-2704
宮内₃丁目–₁ 清水　典夫 542-2588
宮内₃丁目–₂ 本多　俊子 541-7596
ワコーレ₁（Ｅ・Ｆ棟） 木下　裕代 593-2443
ワコーレ₂（Ａ・Ｂ棟） 阿部　雅美 593-4281
ワコーレ₃（Ｃ・Ｄ・Ｇ棟） 矢吹　明子 591-9311
◎東地域 小川　和子 591-4284
◎東地域 青戸　路子 592-0356
東間₁丁目 吉野英利子 592-8101
東間₂丁目–₁ 齋藤　敬子 592-2269
東間₂丁目–₂ 菅原富幾子 592-7161
東間₃丁目 藤井　八郎 541-2046
東間₄丁目 竹谷　　誠 543-1274
東間₅・₆丁目 伊藤香與子 541-4577
東間₇丁目–₁ 貝森　淳子 543-1003
東間₇丁目–₂ 武田　由美 543-1803
東間₈丁目–₁ 赤沼　幹江 542-7067
東間₈丁目–₂ 木村　重厚 543-2755
サンマンション₁ 鈴木　邦雄 538-7129
サンマンション₂ 浅田　麻美 543-4355
深井第₁ 青木まさ枝 541-9341
深井第₂・スカイハイツ 中原　和洋 543-0037
深井第₃–₁ 関口　正子 542-5148
深井第₃–₂ 横手　房枝 542-5530
◎東間深井 斉藤　洋子 543-3350
◎東間深井 米山明希子 541-8608
二ツ家₁丁目 吉田　　睦 591-9219
二ツ家₂丁目 吉田　悦朗 591-6016
二ツ家₃丁目 髙橋すみ子 591-0107
二ツ家₄丁目–₁ 内山　君子 591-9316
二ツ家₄丁目–₂ 小口恵美子 592-3610
二ツ家団地 坂井テイ子 592-8532
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福祉に関する困りごと、心配ごとは民生委員・児童委員へお気軽にご相談ください
●民生委員・児童委員の活動
　民生委員は、社会福祉の増進のために、地域住民の立場から生活や福祉全般に関する相談・援助活動を行っ
ています。また、全ての民生委員は児童福祉法によって「児童委員」も兼ねており、妊娠中の心配ごとや子育
ての不安に関する様々な相談に応じたり、支援を行ったりしています。核家族化が進み、地域社会のつなが
りが薄くなっている今日、子育てや介護の悩みを抱える人や、高齢者・障がい者などが孤立し、必要な支援
を受けられないケースがあります。そこで、民生委員・児童委員が地域住民の身近な相談相手となり、支援
を必要とする住民と行政や専門機関をつなぐパイプ役を務めます。
　また、主任児童委員は、児童福祉について専門的に相談や援助をするために民生委員・児童委員の中から
指名され、多様化する子どもの福祉問題に対応するため、学校や市町村・児童相談所などと連携して、いじ
めや児童虐待、育児など児童福祉に関する事項を専門的に担当し、区域を担当する民生委員・児童委員の活
動をサポートします。
　北本市民生委員・児童委員協議会は市内を８地区に区分し、各地区に民生委員・児童委員協議会を設置し
て、各地区の実態を把握しながら、きめの細かい福祉活動の実践に努めています。また児童・高齢者・障が
い者等の問題別に部会を設置し、施設研修や学習活動を通じて問題の認識や専門的な知識の習得に努めてい
ます。
　なお、民生委員・児童委員には守秘義務があり、相談の内容や個人の秘密が外部に漏れることはありません。
福祉に関することで困りごと・心配ごとなどがありましたら、お気軽に各地区の民生委員・児童委員にご相
談ください。

担当地区 氏名 電話番号 担当地区 氏名 電話番号
西₂–₁ 生川　　保 592-1632
西₂–₂ 鈴木　寛二 592-9556
台原 髙橋　洋美 080-8726-9241
三菱 松本　元美 591-2476
京王団地 小髙　由信 592-1487
東原団地 北井　秀樹 591-1793
南団地 押川千鶴子 591-0515
ハイデンス₁ 中原　宏子 591-1953
ハイデンス₂ 飯島　克子 591-7210
マリオン北本 湯水　祐子 507-9476
◎南部 多田　正子 591-3270
◎南部 野田　知加 591-0879
本町₁丁目 矢澤　拓夫 591-1213
本町₂丁目 志村みどり 591-4758
本町₃丁目 宇田川成子 593-3345
本町₄丁目 伊藤真知子 591-5230
本町₅丁目 下村惠久子 591-0628
本町₆丁目–₁ 小宮山文子 593-4683
本町₆丁目–₂ 西崎　肇二 591-5476
本町₇丁目 洞口　惠子 591-9531
本町₈丁目 小島　道子 592-3793
西高尾₁丁目 大橋　春江 592-0788
西高尾₂丁目 柏原　早苗 593-3178
西高尾₃丁目 中野惠美子 591-9244
西高尾₄丁目 小西　　等 592-3161
西高尾₅丁目 浅利　光子 591-0125
西高尾₆丁目 若井　康裕 591-6070
西高尾₇丁目–₁ 池田　謙一 593-0314
西高尾₇丁目–₂ 小西　良子 591-0949
西高尾₈丁目–₁ 湯澤美津惠 591-0651
西高尾₈丁目–₂ 諏訪千加子 592-2037
◎本町西高尾 浦　江利可 592-3966

◎本町西高尾 葊井　陽子 501-2001
西₃ 廣瀬　正春 592-1693
西₄–₁ 天沼　文代 591-5392
西₄–₂ 服部　雅宥 593-2226
西₅・17–₁・17–₂ 宮下　久代 592-3934
西₆・₇ 岩田たか子 591-0247
西₈ 森田富美子 591-0376
西₉・13 大島　　史 592-1679
西10・20・北里 栗澤　清市 591-3739
西11 新井　洋子 591-3424
西12・14 新井　　薫 591-3163
チサン第₃ 笠原　勝治 591-9188
西15・16・18 吉田イセ子 592-9527
西19–₁ 清水　敏昭 592-3923
西19–₂ 山﨑　　勉 592-5889
ハイムタウン 篠原　栄三 591-4650
アースドリーム 山中　弘子 590-1066
◎西部 太田　清美 593-0086
◎西部 奥山　美穗 591-7192
栄₁–₁（₁街区₃～10） 北島　光子 592-7818
栄₁–₂（₁街区11～16・19～20・栄保育所） 村上　元俊 592-8221
栄₂–₁（₂街区₁～₇） 遠藤八千代 592-6381
栄₂–₂（₂街区₈～12）・グリーンハイツ 岩本三枝子 593-7350
栄₃–₁（₂街区13～18） 多田　守一 592-6829
栄₃–₂（₂街区19～23、商店街₁街区21～30） 江原　　恵 591-9358
栄₄–₁（₁街区17～18・₃街区₁～₃・14～15） 黒田真理子 592-0213
栄₄–₂（₃街区₄～₉） 髙橋喜志子 592-7963
栄₅–₁（₃街区10～11・13・16～20） 髙橋　民雄 593-7600
栄₅–₂（₃街区12・₄街区₁～₆） 吉野　道子 592-6028
◎公団地域 小澤　理絵 593-4791
◎公団地域 斉藤ゆかり 592-8428

◎は主任児童委員（敬称略・平成2５年12月１日現在）
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6 2014年１月１日発行

平成25年度上半期財政状況のお知らせ注目
３

 　市では、年２回、財政状況を公表しています。今回は、平成2５年度上半期（平成2５年₄月１日～₉月30日）
についてお知らせします。 問 財政課財政担当（☎５９4-５５12）
一般会計と特別会計　収入と支出の状況
一般会計、特別会計ともに、平成2５年度上半期の執行状況は、おおむね順調に推移しています。 

※一般会計は、繰越明許費、継続費逓次繰越し、事故繰越しを含む。
※公共下水道事業特別会計は、繰越明許費を含む。

会 計
歳入（上半期） 歳出（上半期）

科目 予算現額 収入済額 収入率 科目 予算現額 支払済額 執行率

一 般 会 計

市 税 ８23，９５９ 4８6，361 ５９.0 民 生 費 732，622 312，2５８ 42.6

市 債 4５7，９64 0 0 教 育 費 472，116 11９，８５3 2５.4

国 庫 支 出 金 32８，1８3 116，70９ 3５.6 総 務 費 416，９0８ 161，９07 3８.８

地 方 交 付 税 210，８07 141，８16 67.3 土 木 費 246，3９８ 7９，９73 32.５

繰 入 金 164，6５6 73，８30 44.８ 公 債 費 1５7，600 72，472 46.0

そ の 他 収 入 34９，337 1９0，7８８ ５4.6 その他支出 30９，262 120，141 3８.８

合　　計 2，334，９06 1，00９，５04 43.2 合　　計 2，334，９06 ８66，604 37.1

特別 
会計

後 期 高 齢 者 医 療 合　　計 62，6９7 24，５74 3９.2 合　　計 62，6９7 22，0５0 3５.2

久保土地区画整理 合　　計 37，6９0 1５，226 40.4 合　　計 37，6９0 1５，121 40.1

公 共 下 水 道 合　　計 1５1，５07 ５８，164 3８.4 合　　計 1５1，５07 ５0，８42 33.6

国 民 健 康 保 険 合　　計 ８0５，423 3９3，037 4８.８ 合　　計 ８0５，423 367，８3５ 4５.7

介 護 保 険 合　　計 362，61８ 14９，360 41.2 合　　計 362，61８ 13８，6５５ 3８.2

公 平 委 員 会 合　　計 67 61 ９1.0 合　　計 67 27 40.3

市有財産の状況
有 価 証 券 1５0万円
出 資 に よ る 権 利 7，21５万円

地方債の現在高
一 般 会 計 1８８億7，0９９万円
久 保 特 定 土 地 区 画
整 理 事 業 特 別 会 計 11億1，0９3万円

公共下水道事業特別会計 ５3億1，76８万円

市民１人あたりの市税負担額
平成2５年₉月30日現在の人口6９,03８人

市 民 税 43，５66円

固定資産税 2９，6５８円

市たばこ税 3，766円

都市計画税 3，2９4円

軽自動車税 1，233円

（単位＝万円、％）
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7広報きたもと No.911

桶 川 市　　　　�トリオ・プリマベーラ
　　　　四季のコンサート１０
時 ３月15日（土）13：30開場、14：00開演
場 桶川市民ホール　プチホール
費 全席自由　一般2,000円、高校生以下
1,000円　※未就学児は入場できません。
出演　トリオ・プリマベーラ
小坂真紀（クラリネット）・宮澤さやか
（ヴァイオリン）・魚住幸正（ピアノ）
ゲスト出演　大瀧奈奈（チェロ）
チケット販売　桶川市民ホール１階受付
（☎048-78９-1513）にて販売中です。
問 桶川市民ホール（☎048-78９-1113）

　　　��第１4回おおとり寄席を開催鴻巣市

時 ₃月₉日（日）
　　　13：30開場、14：00開演
場 クレアこうのす大ホール
出演 �林家木久扇、柳家花緑、
　　　三遊亭兼好、ポカスカジャン、
　　　鏡味初音　ほか
費 全席指定
Ｓ席3,000円、Ａ席2,500円、学生（高
校生まで）1,000円　
申 11：00～18：00にクレアこうのすチ
ケットセンター（☎540-0500）
問 クレアこうのす（☎540-0540）

年末年始の市役所
業務について

市道12号線の通行
止めについて

注目
4

注目
5

　年内の市役所の通常業務は平成2５年12月
27日（金）までとなります。仕事始めは平成
26年₁月₆日（月）からです。12月2８日、₁月
₄日は土曜開庁を実施しますので、ご利用
ください。
土曜開庁について
開庁時間…₈:30～12:00
取扱い課… 税務課、納税課、市民課、こど

も課、保険年金課、高齢介護課
問 政策推進課政策推進担当（☎５９4-５５03）

　市道12号線道路改良工事に伴い、「終日車両通行
止め」を実施します。
予定期間
　平成26年₁月下旬ごろから₂月下旬ごろまで（約
₁か月間）。ご理解ご協力をお願いします。（※歩行
者自転車は通行可）
問 道路課新設改良担当（☎５９4－５５５4）

西中央通線
市道12号線
西中央通線
市道12号線

迂回路
市道6205号線
迂回路
市道6205号線

至　北本駅西口→至　北本駅西口→

県
道
さ
い
た
ま・鴻
巣
線

県
道
さ
い
た
ま・鴻
巣
線

迂回路
市道6169号線

迂回路
市道6169号線

工事区間　終日車輌通行止め工事区間　終日車輌通行止め
NN総

合
福
祉
セ
ン
タ
ー

総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー

三遊亭兼好

柳家花緑

林家木久扇


